
令和元年11月市議会総務委員会資料

第146号議案令和元年度長崎市7般会計補正予算(第5号)
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款

2

総務費

1 淵町市有地(旧成人病センター隣接地)ブロック塀改修

(1)概要

昨年6月に発生した大阪北部地震によるブロック塀の倒壊被害を受け、外観点検の結果、本

市有地のブロック塀については、現行の建築基準法に不適合であったため、安全対策として改

修を行うものである。

なお、旧成人病センターについては、平成28年に「社会福祉法人十善会」'に道路敷地とし

て管理すべき擁壁部分も含め売却していたが、本来道路敷地は市が管理する必要があるため、

令和元年9月18日に、擁壁部分741.38 市を売却時の価格と同額の 26,616,000円(1rrt価格

35,900円)で買い戻すための土地売買契約を締結し市有地として取得したものである。

項

総務管理費

目

6

財産管理費

番号

事

2-1

(2)事業内容

ブロック塀等の改修等を行う場所

業

建物等維持補修費

名

淵町市有地(旧成人病センター

隣接地)

補正額

場所名

(3)財源内訳

1 5,

千円

7 3 2

事業費

千円

14,985

事業費(千円)

※一般財源について「財政調整基金」を充当する。

国庫支出金

14,985

千円

ブロック塀(延長185m)の撤去及び金網フェ

ンスの設置

県支出金

財

施工内容

千円

源

地方債

内 訳

千円

その他

千円

一般財源※

千円

14,985



(4)位置図、施工箇所、現況写真

淵町市有地(旧成人病センター隣接地)
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現況写

A から

゛

1、'
^',

■島
ー゛

J

. N・
'ト

P
戸

一

1■

'
0

、

"嶋"愚

〒

゛

」喜

^

B から

゛

'?耳一 t

'...'ノ' 11. r'

・,寺・,・,、、=、,、
,,」●'゛底、、

",殺
^

..

異
.

V

,
ψ

冒
.

.

.

.
、
.
、
.
,

一

.
,
.
.
゛

〆
]
:
'
上
ゞ
<
、
一
,
導
、
水
'

、
:
、
"
:
,
導
ι
.

・
'
 
b
'
、
{
'
:
:
、
辧
一
;

ゞ
'
、
」
'
一

"
■

.

.

冒
;

、

「
,

ノ
リ
,
-
r

.
、

【
.
寺

、
・
ι
"
ι

[
气
.一

.
,
、
,
.

、
九
:
,
貸
.

0
 
、
.
.
、

.
-
X
櫨
:

弔
'

、
、
＼
:
.
一

ノ

,
.

,
゛

、

"
 
J
 
.

一
.

,
ー
＼

{
、

、
Ξ
 
1

,
゛

亀

/
'

冒
1

,
゛
.
一
一,

,

/
一
広゛

十
'

.
卑

一
孤
一
.

-
 
J
.

,
.

一
'

■
'曾



2 議会棟における喫煙専用室の設置

(1)概要

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が令和2年4月1日に全面施行

されることに伴い、同日から第二種施設(事務所、工場、飲食店等)は原則屋内禁煙(喫煙専

用室内でのみ喫煙可)となる。

第二種施設に該当する議会棟について、議会内部での検討結果を踏まえ、喫煙専用室設置の

ための設備の設置・改修を行うもの。

〔参考〕喫煙専用室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準

(「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日健

発0222第1号)通知「第2 第一種施設に係る受動喫煙対策について」)

ア出入口において喫煙室の出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が

0.2 m/秒以上であること。

イたばこの煙仂口熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよ

う、壁・天井等によって区画すること。

ウたばこの煙が施設の屋外に排気されていること。

喫煙専用室設置予定の部屋は上記の条件を既に満たしているが、たぱこの煙をできるだけ浄

化して排気することが望ましいことから、光触媒機能付きLED照明及び分煙機の設置を行う。

4

(2)事業内容

喫煙専用室を設置する場所

干円

747

議会増築棟2階第10議員控室

場

(3)'財源内訳

所

事業費

事業費(千円)

千円

747

国庫支出金

千円

7 4 7

県支出金

財

・光触媒機能付きLED照明設置

・分煙機設置

千円

源

施工内容

地方債

内 訳,

千円

その他

千円

一般財源



( 4 ) 位置図、施工箇所、現況写真

長崎市役所
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改正の趣

毛隶

.霖止チ詑ぞ、疹.塗寵g曾,、を如き岬朔,碓設先の畍岫0、芋施設を.一郎場酷礎艶
的え 1 「まない なく

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

法の

がえ による2

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影

屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

の'」・ごとに、え 3

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度

こ応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の概要

(1)国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め
る。

(2)国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を

防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

③国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

■;

J

いど にに

が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、

・
噐
白



①多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
(2)都道府県知事(保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ず

ることができる。

【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】

A 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関

旅客運送事業自勤車・航空機

B 上以外の多数の者が利用する施設、

旅客送船舶・鉄道

※1 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
※2 たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたぱことして厚生労働大臣が指定するもの。
※3 一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。

喫煙をすることができる場所については、施設等の管理権原者による標識の掲示が必要。注
公衆喫煙所、たばこ販売店、たぱこの対面販売(出張販売によるものを含む。)をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等生

③荒播禁邦島誇'P那能ず俄最奨研1*Jaゆ適鵬牝す'。
(4)喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。
(5)屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなけれぱならないものとす

る。

飲食店

禁煙

(敷地内禁煙(※

①施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具,設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。
②都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。

4.その他

(1)改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。

(2)この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとる
よう努めるものとする。

(3)法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果
に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

原則屋内禁煙

(喫煙用室(喫煙のみ)内

でのみ喫煙可)

施行期日

2020年4月1日(ただし、 1及び2 (5)1こついては2019年1月24日、 2, A二重線部の施設に関する規定については2019年7月1日)

当分のの

【加熱式たばこ嫁2)】

1屋内禁煙

(煙室(飲食等も可)内

での喫煙可)

別に法律で定める日までのの措置

既存特定飲食提供施設
(個人又は中小企(資本金又は出資の総額

5000万円以下(※3))
かつ客席面積1Φ市以下の飲食店)

標の掲示により喫煙可



・学校、児童福祉施設

・病院、診療
・行政機関の庁

◆

上記以外の施設* 第二施

・事務
・エ

・ホテル、旅館
・飲食店
・旅客運送事舶、鉄

・国会、裁判
等

*個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住

の用に供する場所は適用除外

等

第一種施設

CO

をしないよう

冒...「丁戸^

",

0 地内禁煙

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

0 原則屋内禁煙(喫煙をめる場合は喫煙用室などの設が必要)
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【経'措】

既存の経営模の
小さな飲食店

,個人又は中小企業が経営
・客席面 10on「以下

4

喫煙を主目的とする施設
・喫煙を主目的とするバー、スナ・ノク

可能なナニほこ販売店・店内

屋内禁煙

'

"弁

経営判断により択

喫煙専用室設(※)

、

屋外や家庭など

Or
室外への煙の澁出防止措置 営

0 喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能
喫煙可能(※) 等

※全ての施設で、

"、"" 喫煙可能部分には、

①喫煙可能なである

T〒
旨の掲示を務づけ

②・ こ

ナ'し、20

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スヘースへの20歳未満の立入りは可能。

喫目的施設

・公衆喫煙所

2020年

4月1日

施行

式たばこ専用の
煙室(÷

ER

喫煙のみ

0 施設内で喫煙可能(※)

1ヰ

0 喫煙を行う合は周囲の状況に配慮
(例)できるだけ囲に人がいない所で喫煙をするよう慮。

子どもや患者等、特に配慮が必要な人がまる場所や近くにいる場所等では喫
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【繰越明許費】予算説明書 46~47 ページ

2款総務費 1項総務管理費 6目財産管理費

淵町市有地(旧成人病センター隣接地)ブ.ロック塀改修工事について、本来道路敷地として市が管

理すべき擁壁部分の買い戻しにあたり、所有者との所有権移転手続き等に日時を要したことにより、

及び旧北大浦小学校ブロック塀改修工事について、関係機関との協議に日時を要したことにより、

工事が年度内に,完了しないため、翌年度に繰り越すもの。

事業名

建物等維持補修費

補正後予算額

金額

支出予定額

※6月補正分:旧北大浦小学校プロック塀改修工事

繰越明許額

106,787

旧北大浦小学校の水路改修工事について、関係機関との協議に日時を要したことにより、工事が年

度内に完了しないため、翌年度に繰り越すもの。

「回補正分

国庫支出金

84,369

6月補正分

22,418

県支出金

財

14,985

源

事業名

地方債

81

フ,433

【単独】庁舎等施設

整備事業費

施設改修ほか

内

81

訳

(単位:千円)

その他 一般財源

予算現額

金額

支出予定額

106,706

繰越明許額

84,288

81,300

国庫支出金

22,418

64,500

14,985

16,800

県支出金

財

フ,433

源

地方債

内

(単位:千円)

66,100

その他

53,500

12,600

一般財源

15,200

10

11,000

4,200

訳

内
訳



大浦保

.'

ブロック塀改修工事箇所(延長L=105m)

水路改修工事箇所 (延長L =130m)

工事に支となる上下水道管、ガス管埋設箇所

旧北大浦小学校
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